
昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

答

弁

第

一

五

号 
   

衆
議
院
議
員
安
倍
基
雄
君
提
出
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
金
丸
信
君
外
六
名
提
出
）
及
び
公
職

選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
田
邊
誠
君
外
六
名
提
出
）
に
関
連
す
る
法
律
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
〇
三
第
一
五
号 

昭
和
六
十
年
十
二
月
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
坂 

田 

道 

太 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

中 

曽 

根 

康 

弘 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
安
倍
基
雄
君
提
出
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
金
丸
信
君
外
六
名
提 

出
）
及
び
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
田
邊
誠
君
外
六
名
提
出
）
に
関
連
す
る
法
律 

上
の
諸
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

現
在
、
国
会
に
お
い
て
衆
議
院
議
員
に
係
る
定
数
是
正
法
案
が
審
議
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
昭
和
六

十
年
国
勢
調
査
の
速
報
値
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
け
る
定
数
是
正
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
審
議
の
結
果

を
踏
ま
え
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

二
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
年
国
勢
調
査
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
一
日
を
調
査
期
日
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
口

に
係
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
速
報
値
は
同
年
十
二
月
下
旬
に
、
確
定
値
は
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
末
ま
で 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

お
尋
ね
は
、
仮
定
の
裁
判
所
の
判
決
を
前
提
と
し
て
の
立
法
府
と
司
法
府
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
で
あ
る

の
で
、
政
府
と
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

お
尋
ね
は
、
仮
定
の
、
し
か
も
裁
判
所
の
判
決
の
予
測
に
わ
た
る
問
題
で
あ
る
の
で
、
政
府
と
し
て
意
見
を

述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

に
公
表
を
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
時
点
に
お
い
て
調
査
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
も
の
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 

事
柄
の
緊
急
性
に
か
ん
が
み
、
現
時
点
に
お
け
る
衆
議
院
議
員
の
定
数
是
正
に
つ
い
て
は
、
直
近
の
昭
和
五

十
五
年
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

四 

 




